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個人結果：職業性ストレス簡易調査ストレスプロフィール 

＝（高ストレス者ではない場合）＝ 

表面（A3 サイズ） 

 

裏面 
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職業性ストレス簡易調査ストレスプロフィール（高ストレス者ストレスチェック結果） 

個人結果：職業性ストレス簡易調査ストレスプロフィール 

＝（高ストレス者の場合）＝ 

表面（A3 サイズ）表面 

 

◒ 選定方法から高ストレス者となった者の結果は ➊ の★印がグラフ「Ｄ」内に表示されます。また下段の「あなたのストレス総評」欄にはあ

なたのストレス状況に対するコメントが記載されます。 

◒  ➋ では、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートについてのコメントが記載されています。 

◒ ストレスチェック制度では、省令第 52 条の 9 第１項で「個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示し個人ごとのストレスの程度

を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果、及び面接指導の要否」を受検者に知らせる必要があります。 

※当該結果は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル（改定令和 3年 2月）」に準拠した計算方法はそのままに、全項

目の判定を「ストレス状態の低い方から高い方への５段階」で統一した表を用いる事で、受検者がわかり易いように表示変更してあります。

色で表すと「良好な状態」＝「青系」から「高いストレス状態」＝「赤系」で示しています。 

 

 

 

 

 

 

➊ ➋ 

ご注意： 

・ここでお示しする個人結果：職業性ストレス簡易調査ストレスプロフィールは、ある事業

者のケースであり、質問票の形式・質問票の配布および回収方法、高ストレス者の選定基

準や個人結果のレイアウトは事業者により異なります。 

・ここにお示しした資料は、一例のご紹介ですので、ストレスチェック実施の依頼時には、 

内容についてご確認願います。 


